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規 則 

 

江東区総合区民センター条例施行規則等の一部

を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第１３号 

   江東区総合区民センター条例施行規則等の

一部を改正する規則 

（江東区総合区民センター条例施行規則の一部改

正） 

第１条 江東区総合区民センター条例施行規則

（昭和５４年３月江東区規則第３号）の一部を

次のように改正する。 

  別記第１号様式及び別記第３号様式中「印」

を削る。 

（江東区文化センター条例施行規則の一部改正） 

第２条 江東区文化センター条例施行規則（昭和

５７年４月江東区規則第２５号）の一部を次の

ように改正する。 

  別記第１号様式及び別記第３号様式中「印」

を削る。 

（江東区地域文化センター条例施行規則の一部改

正） 

第３条 江東区地域文化センター条例施行規則

（昭和６２年４月江東区規則第２９号）の一部

を次のように改正する。 

  別記第１号様式及び別記第３号様式中「印」

を削る。 

（江東区江東公会堂条例施行規則の一部改正） 

第４条 江東区江東公会堂条例施行規則（昭和４

７年１０月江東区規則第２９号）の一部を次の

ように改正する。 

  別記第１号様式及び別記第３号様式中「印」

を削る。 

  別記第５号様式中「印」を削る。 

（江東区区民体育館条例施行規則の一部改正） 

第５条 江東区区民体育館条例施行規則（平成２

１年３月江東区規則第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別記第１０号様式中 

「 氏名            印」 

を 

「 氏名             」 

に改める。 

（江東区スポーツネット利用者登録に関する規則

の一部改正） 

第６条 江東区スポーツネット利用者登録に関す

る規則（平成２１年３月江東区規則第３８号）

の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式及び別記第２号様式中 

「 氏  

名 

フリガナ 
印 

」 生年月日  年 月  日 

を 

「 

 

氏  

名 

フリガナ 

   」 生年月日  年 月  日 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区総合区民センター条例施行規則、江東

区文化センター条例施行規則、江東区地域文化

センター条例施行規則、江東区江東公会堂条例

施行規則、江東区区民体育館条例施行規則及び

江東区スポーツネット利用者登録に関する規則

の別記様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 
                     

江東区指定特定相談支援事業者及び指定障害児

相談支援事業者の指定等に関する規則の一部を改

正する規則を公布する。 

  令和４年３月９日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第１４号 

江東区指定特定相談支援事業者及び指定障

害児相談支援事業者の指定等に関する規則

の一部を改正する規則 

江東区指定特定相談支援事業者及び指定障害児

相談支援事業者の指定等に関する規則（平成２４

年３月江東区規則第１６号）の一部を次のように

改正する。 

別記第１号様式及び別記第７号様式を次のよう

に改める。 
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別記第１号様式（第２条関係） 
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別記第７号様式（第３条関係） 

別記第８号様式中 
「 事業所番号  」 

を 

「 事業所番号（特定

相談支援） 

  

 事業所番号（障害

児相談支援） 

  

」 

に改める。 
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別記第１０号様式中「印」を削る。 

 別記第１１号様式中 

「 代表者氏名        印 」

を 

「 代表者氏名         」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区指定特定相談支援事業者及び指定障害

児相談支援事業者の指定等に関する規則の別記

様式による用紙で、現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区介護保険条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第１５号 

江東区介護保険条例施行規則の一部を改正

する規則 

 江東区介護保険条例施行規則（平成１２年３月

江東区規則第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

 別記第１号様式を次のように改める。 
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別記第１号様式（第９条関係）

別記第１４号様式を次のように改める。 



（号外第 213 号）            江 東 区 公 報     令和 4 年 4 月 28 日（木曜日） 

 

8 

 

 

別記第１４号様式（第９条関係）

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区理容師法施行条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第１６号 

江東区理容師法施行条例施行規則の一部を

改正する規則 

 江東区理容師法施行条例施行規則（平成２４年

３月江東区規則第３号）の一部を次のように改正

する。 

第４条中「業務台帳（別記第８号様式）」を「別

に定めるところにより理容所台帳」に、「別記第９

号様式」を「別記第８号様式」に改める。 

別記第１号様式中「印」を削り、 

「 ３ 開設者が外国人の場合は、住民

票の写し（住民基本台帳法第３０

条の４５に規定する国籍等を記
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載したものに限る。） 」 

を 

「 ３ 開設者が外国人の場合は、住

民票の写し（住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）第３０

条の４５に規定する国籍等を記

載したものに限る。） 

４ 同一の場所で現に美容所が開

設されている場合は、当該美容

所に従事している施術者が理容

師であり、かつ、美容師である

ことを証する書類 

５ 同一の場所で美容所開設の届

出が提出されている場合又は本

書と同時に届出を行う場合は、

美容所開設の届出に記載の施術

者が理容師であり、かつ、美容

師であることを証する書類 

６ 理容師法施行規則第１９条第

１項ただし書、第２項ただし書

又は第３項ただし書の規定の適

用を受ける場合にあっては、当

該営業を譲り受けたことを証す

る旨を記載した書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

別記第２号様式中「印」を削る。 

別記第３号様式中 

「 氏名            印 」 

を 

「 氏名              」 

に改める。 

別記第４号様式中「印」を削る。 

別記第５号様式中「印」を削り、「戸籍謄本」の

次に「又は不動産登記規則（平成１７年法務省令

第１８号）第２４７条第５項の規定により交付を

受けた同条第１項に規定する法定相続情報一覧図

の写し」を加える。 

別記第６号様式及び別記第７号様式中「印」を

削る。 

別記第８号様式を削り、別記第９号様式を別記

第８号様式とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区理容師法施行条例施行規則の別記様式に

よる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

                    

江東区美容師法施行条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第１７号 

江東区美容師法施行条例施行規則の一部を

改正する規則 

江東区美容師法施行条例施行規則（平成２４年

３月江東区規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

第４条中「業務台帳（別記第８号様式）」を「別

に定めるところにより美容所台帳」に、「別記第９

号様式」を「別記第８号様式」に改める。 

別記第１号様式中「印」を削り、 

「 ３ 開設者が外国人の場合は、住民

票の写し（住民基本台帳法第３０

条の４５に規定する国籍等を記

載したものに限る。） 

 

 

 

」 

を 

「 ３ 開設者が外国人の場合は、住

民票の写し（住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）第３０

条の４５に規定する国籍等を記

載したものに限る。） 

４ 同一の場所で現に理容所が開

設されている場合は、当該理容

所に従事している施術者が理容

師であり、かつ、美容師である

ことを証する書類 

５ 同一の場所で理容所開設の届

出が提出されている場合又は本

書と同時に届出を行う場合は、

理容所開設の届出に記載の施術

者が理容師であり、かつ、美容

師であることを証する書類 

６ 美容師法施行規則第１９条第

１項ただし書、第２項ただし書

又は第３項ただし書の規定の適

用を受ける場合にあっては、当

該営業を譲り受けたことを証す

る旨を記載した書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

別記第２号様式中「印」を削る。 

 別記第３号様式中 

「 氏名            印 」 

を 
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「 氏名              」 

に改める。 

別記第４号様式中「印」を削る。 

別記第５号様式中「印」を削り、「戸籍謄本」の

次に「又は不動産登記規則（平成１７年法務省令

第１８号）第２４７条第５項の規定により交付を

受けた同条第１項に規定する法定相続情報一覧図

の写し」を加える。 

別記第６号様式及び別記第７号様式中「印」を

削る。 

別記第８号様式を削り、別記第９号様式を別記

第８号様式とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区美容師法施行条例施行規則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 
                    

江東区クリーニング業法施行細則の一部を改正

する規則を公布する。 

令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第１８号 

   江東区クリーニング業法施行細則の一部を

改正する規則 

 江東区クリーニング業法施行細則（昭和５０年

３月江東区規則第５５号）の一部を次のように改

正する。 

第４条中「クリーニング所業務台帳（別記第１

３号様式）を作成し、」を「別に定めるところによ

りクリーニング所台帳を作成し、営業者に対し」

に、「別記第１４号様式」を「別記第１３号様式」

に改める。 

第５条中「無店舗取次店台帳（別記第１５号様

式）を作成し、」を「別に定めるところにより無店

舗取次店台帳を作成し、届出者に対し」に、「別記

第１６号様式」を「別記第１４号様式」に改める。 

 別記第１号様式中「印」を削り、 

「  (2) ほかにクリーニング所を開

設しているときは、その名称、

所在地、従業者数及びクリー

ニング師の氏名を記載した書

類 

 

 

 

 

」 

を 

「 (2) 他にクリーニング所を開設  

しているときは、その名称、所

在地、従業者数及びクリーニン

グ師の氏名を記載した書類 

(3) クリーニング業法施行規則

第１条の３第１項ただし書の

規定の適用を受ける場合にあ

っては、当該営業を譲り受けた

ことを証する旨を記載した書

類 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

 別記第２号様式中「印」を削り、 

「  (2) ほかに無店舗取次店を営ん

でいるときは、その名称、業

務用車両の保管場所及び自動

車登録番号又は車両番号、従

事者数並びにクリーニング師

の氏名を記載した書類 

 

 

 

 

 

」 

を 

「 (2) 他に無店舗取次店を営んで

いるときは、その名称、業務用

車両の保管場所及び自動車登

録番号又は車両番号、従事者数

並びにクリーニング師の氏名

を記載した書類 

(3) クリーニング業法施行規則

第１条の３第２項ただし書の

規定の適用を受ける場合にあ

っては、当該営業を譲り受けた

ことを証する旨を記載した書

類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

 別記第３号様式から別記第６号様式までの規定

中「印」を削る。 

別記第７号様式及び別記第８号様式中「印」を

削り、「戸籍謄本」の次に「又は不動産登記規則（平

成１７年法務省令第１８号）第２４７条第５項の

規定により交付を受けた同条第１項に規定する法

定相続情報一覧図の写し」を加える。 

別記第１３号様式を削り、別記第１４号様式を

別記第１３号様式とする。 

別記第１５号様式を削り、別記第１６号様式を

別記第１４号様式とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区クリーニング業法施行細則の別記様式
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による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 
                    

 

江東区興行場法施行条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第１９号 

江東区興行場法施行条例施行規則の一部を

改正する規則 

 江東区興行場法施行条例施行規則（昭和５９年

７月江東区規則第４０号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第１項中「者は、」の次に「次に掲げる事

項を記載した」を加え、同項に次のただし書及び

各号を加える。 

  ただし、興行場営業を営む者が当該営業を貸

し渡し、又は譲渡したときは、当該営業を借り

受け、又は譲り受けた者は、第３号、第５号及

び第６号に掲げる事項のうち変更がない事項の

記載を省略することができる。 

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日（法人に

あっては、名称、事務所所在地及び代表者の

氏名） 

(2) 興行場の名称及び所在地  

(3) 興行場の種類及び構造設備の概要 

(4) 管理者の氏名 

(5) 入場者定員 

(6) 興行場の起工及び完成期日 

 第３条第２項ただし書中「当該」を「第１号か

ら第５号までの」に改め、同項に次の１号を加え

る。 

 (7) 前項ただし書の規定の適用を受ける場合に

あっては、当該営業を借り受け、又は譲り受

けたことを証する書類 

第３条第３項中「興行場営業許可書（別記第２

号様式）を交付し、興行場営業許可台帳（別記第

３号様式）に記入」を「別に定めるところにより

興行場台帳を作成し、申請者に対し興行場営業許

可書（別記第２号様式）を交付」に改め、同条第

４項中「別記第４号様式」を「別記第３号様式」

に改める。 

第４条第１項中「別記第５号様式」を「別記第

４号様式」に改め、同条第２項第１号中「戸籍謄

本」の次に「又は不動産登記規則（平成１７年法

務省令第１８号）第２４７条第５項の規定により

交付を受けた同条第１項に規定する法定相続情報

一覧図の写し」を加え、同条第３項中「別記第６

号様式」を「別記第５号様式」に改め、同条第５

項中「別記第７号様式」を「別記第６号様式」に

改める。 

第５条第１項中「別記第８号様式」を「別記第

７号様式」に改め、同条第２項中「別記第９号様

式」を「別記第８号様式」に改める。 

 別記第１号様式中「印」を削り、 

「 (6) 法人にあっては、定款又は

寄付行為の写し及び登記事項

証明書 

 

 

」 

を 

「 (6) 法人にあっては、定款又は

寄附行為の写し及び登記事項

証明書 

(7) 興行場を借り受け、又は譲

り受けて経営する場合は、当

該営業を借り受け、又は譲り

受けたことを証する旨を記載

した書類 

 

 

 

 

 

 

 

」 

に改める。 

 別記第３号様式を削り、別記第４号様式を別記

第３号様式とする。 

別記第５号様式中「印」を削り、「戸籍謄本」の

次に「又は不動産登記規則（平成１７年法務省令

第１８号）第２４７条第５項の規定により交付を

受けた同条第１項に規定する法定相続情報一覧図

の写し」を加え、同様式を別記第４号様式とする。 

別記第６号様式中「印」を削り、同様式を別記

第５号様式とする。 

別記第７号様式中「印」を削り、同様式を別記

第６号様式とする。 

別記第８号様式中「印」を削り、同様式を別記

第７号様式とする。 

別記第９号様式中「印」を削り、同様式を別記

第８号様式とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区興行場法施行条例施行規則の別記様式に

よる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

                   

江東区墓地等の経営の許可等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月１５日 
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江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第２０号 

江東区墓地等の経営の許可等に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 

江東区墓地等の経営の許可等に関する条例施行

規則（平成２４年３月江東区規則第７号）の一部

を次のように改正する。 

第４条第３項中「墓地にあっては墓地台帳（別

記第３号様式）、納骨堂にあっては納骨堂台帳（別

記第４号様式）、火葬場にあっては火葬場台帳（別

記第５号様式）に記載」を「別に定めるところに

より、墓地にあっては墓地台帳、納骨堂にあって

は納骨堂台帳、火葬場にあっては火葬場台帳を作

成」に改める。 

第５条第１項中「別記第６号様式」を「別記第

３号様式」に改め、同条第３項中「別記第７号様

式」を「別記第４号様式」に改める。 

第６条第１項中「別記第８号様式」を「別記第

５号様式」に改め、同条第３項中「別記第９号様

式」を「別記第６号様式」に改める。 

第７条中「別記第１０号様式」を「別記第７号

様式」に改める。 

第８条第２項中「別記第１１号様式」を「別記

第８号様式」に改め、同条第４項中「別記第１２

号様式」を「別記第９号様式」に改め、同条第７

項中「別記第１３号様式」を「別記第１０号様式」

に改める。 

第９条第２項中「別記第１４号様式」を「別記

第１１号様式」に改める。 

第１１条第２項中「別記第１５号様式」を「別

記第１２号様式」に改める。 

第１２条第１項中「別記第１６号様式」を「別

記第１３号様式」に改める。 

第１４条第３項中「別記第１７号様式」を「別

記第１４号様式」に改める。 

第１５条中「別記第１８号様式」を「別記第１

５号様式」に改める。 

第１６条第１項中「別記第１９号様式」を「別

記第１６号様式」に改める。 

第２１条第１項中「別記第２０号様式」を「別

記第１７号様式」に改め、同条第３項中「別記第

２１号様式」を「別記第１８号様式」に改める。 

 別記第１号様式中「印」を削る。 

別記第３号様式から別記第５号様式までを削る。 

別記第６号様式中「印」を削り、同様式を別記

第３号様式とし、別記第７号様式を別記第４号様

式とする。 

別記第８号様式中「印」を削り、同様式を別記

第５号様式とし、別記第９号様式を別記第６号様

式とする。 

別記第１０号様式中「印」を削り、同様式を別

記第７号様式とし、別記第１１号様式を別記第８

号様式とする。 

別記第１２号様式中「印」を削り、同様式を別

記第９号様式とする。 

別記第１３号様式中「印」を削り、同様式を別

記第１０号様式とする。 

別記第１４号様式中「印」を削り、同様式を別

記第１１号様式とする。 

別記第１５号様式中「印」を削り、同様式を別

記第１２号様式とする。 

別記第１６号様式中「印」を削り、同様式を別

記第１３号様式とし、別記第１７号様式を別記第

１４号様式とする。 

別記第１８号様式中「印」を削り、同様式を別

記第１５号様式とする。 

別記第１９号様式中「印」を削り、同様式を別

記第１６号様式とする。 

別記第２０号様式中「印」を削り、同様式を別

記第１７号様式とし、別記第２１号様式を別記第

１８号様式とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区墓地等の経営の許可等に関する条例施

行規則の別記様式による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 
                    

江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則

の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第２１号 

江東区プールの衛生管理に関する条例施行

規則の一部を改正する規則 

江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則

（昭和５０年３月江東区規則第３４号）の一部を

次のように改正する。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（登録） 

第６条の２ 区長は、条例第３条第１項の規定に

よる許可をしたとき又は条例第３条第２項の規

定による届出を受理したときは、別に定めると
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ころによりプール台帳を作成しなければならな

い。 

第７条第２項第１号を次のように改める。 

 (1) 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成１７年

法務省令第１８号）第２４７条第５項の規定

により交付を受けた同条第１項に規定する法

定相続情報一覧図の写し 

 別記第１号様式及び別記第２号様式中「印」を

削る。 

別記第４号様式中「印」を削り、「全部事項証明

書（戸籍謄本）」を「戸籍謄本又は不動産登記規則

（平成１７年法務省令第１８号）第２４７条第５

項の規定により交付を受けた同条第１項に規定す

る法定相続情報一覧図の写し」に改める。 

別記第５号様式から別記第７号様式までの規定

中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区プールの衛生管理に関する条例施行規

則の別記様式による用紙で、現に残存するもの

は、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。 
                    

江東区温泉法施行細則の一部を改正する規則を

公布する。 

  令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第２２号 

江東区温泉法施行細則の一部を改正する規

則 

江東区温泉法施行細則（平成８年３月江東区規

則第７号）の一部を次のように改正する。 

第７条中「温泉台帳（別記第９号様式）」を「別

に定めるところにより温泉台帳」に改め、同条を

第８条とする。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（変更等の届出） 

第７条 温泉利用の許可を受けた者が、第２条の

申請書に記載した事項に変更があったときは、

温泉利用許可事項変更届（別記第９号様式）を

区長に提出しなければならない。 

２ 温泉利用の許可を受けた者が、温泉利用を廃

止したときは、温泉利用廃止届（別記第１０号

様式）を区長に提出しなければならない。 

別記第１号様式中「印」及び「（日本工業規格Ａ

列４番）」を削る。 

別記第２号様式から別記第４号様式までの規定

中「（日本工業規格Ａ列４番）」を削る。 

別記第５号様式中「印」及び「（日本工業規格Ａ

列４番）」を削る。 

別記第６号様式及び別記第７号様式中「（日本工

業規格Ａ列４番）」を削る。 

別記第８号様式中「印」及び「（日本工業規格Ａ

列４番）」を削る。 

別記第９号様式を次のように改める。 
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別記第９号様式（第７条関係） 

別記第９号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第１０号様式（第７条関係）

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区温泉法施行細則の別記様式による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使

用することができる。 

                    

江東区水道法施行細則の一部を改正する規則を

公布する。 

  令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第２３号 

江東区水道法施行細則の一部を改正する規

則 

江東区水道法施行細則（平成１６年３月江東区

規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

第５条第４項中「専用水道台帳（別記第５号様

式）」を「別に定めるところにより専用水道台帳」

に改める。 

第６条中「別記第６号様式」を「別記第５号様

式」に改める。 

第７条第１項中「別記第７号様式」を「別記第
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６号様式」に改め、同条第２項中「別記第８号様

式」を「別記第７号様式」に改める。 

第８条中「別記第９号様式」を「別記第８号様

式」に改める。 

第９条中「の届出」を削り、「別記第１０号様式）

による」を「別記第９号様式）により、当該月の

翌月の末日までに報告する」に改める。 

第１０条中「別記第１１号様式」を「別記第１

０号様式」に改める。 

第１１条中「、専用水道管理業務委託届」を「専

用水道管理業務委託届」に、「別記第１２号様式」

を「別記第１１号様式」に、「別記第１３号様式」

を「別記第１２号様式」に改める。 

第１２条第１項中「別記第１４号様式」を「別

記第１３号様式」に改め、同条第２項中「別記第

１５号様式」を「別記第１４号様式」に改める。 

第１３条中「別記第１６号様式」を「別記第１

５号様式」に改める。 

第１４条中「別記第６号様式」を「別記第５号

様式」に、「別記第１２号様式」を「別記第１１号

様式」に、「別記第１３号様式まで」を「別記第１

２号様式」に改める。 

別記第１号様式中「○印 」及び「（日本工業規格

Ａ列４番）」を削る。 

別記第２号様式から別記第４号様式までの規定

中「（日本工業規格Ａ列４番）」を削る。 

別記第５号様式を削る。 

別記第６号様式中「○印 」及び「（日本工業規格

Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第５号様式とす

る。 

別記第７号様式中「○印 」及び「（日本工業規格

Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第６号様式とす

る。 

別記第８号様式中「○印 」及び「（日本工業規格

Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第７号様式とす

る。 

別記第９号様式中「○印 」及び「（日本工業規格

Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第８号様式とす

る。 

別記第１０号様式中「○印 」及び「（日本工業規

格Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第９号様式と

する。 

別記第１１号様式中「○印 」及び「（日本工業規

格Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第１０号様式

とする。 

別記第１２号様式中「○印 」及び「（日本工業規

格Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第１１号様式

とする。 

別記第１３号様式中「○印 」及び「（日本工業規

格Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第１２号様式

とする。 

別記第１４号様式中「○印 」及び「（日本工業規

格Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第１３号様式

とする。 

別記第１５号様式中「○印 」及び「（日本工業規

格Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第１４号様式

とする。 

別記第１６号様式中「○印 」及び「（日本工業規

格Ａ列４番）」を削り、同様式を別記第１５号様式

とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区水道法施行細則の別記様式による用紙

で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 
                   

江東区災害対策本部条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第２４号 

江東区災害対策本部条例施行規則の一部を

改正する規則 

江東区災害対策本部条例施行規則（昭和４０年

７月江東区規則第２９号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第４号中「避難の勧告又は指示」を「避

難情報」に改める。 

別表政策経営部の項中 

「部長 政策経営部長 

補佐 オリンピック・パラリンピック推進室長」 

を 

「部長 政策経営部長」 

に、 
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「補佐 港湾臨海部対策担当課長 

補佐 オリンピック・パラリンピック推進課長」 

を 

「補佐 港湾臨海部対策担当課長」 

に改め、同表都市整備部の項中 

「部長 都市整備部長」 

を 

「部長 都市整備部長 

補佐 地下鉄８号線事業推進室長」 

に、 

「班長 都市計画課長」 

を 

「班長 都市計画課長 

補佐 地下鉄８号線事業推進課長」 

に改め、同表土木部の項中 

「部長 土木部長 

 補佐 地下鉄８号線事業推進担当部長」 

を 

「部長 土木部長」 

に、 

「補佐 交通対策課長 

補佐 地下鉄８号線事業推進担当課長」 

を 

「補佐 交通対策課長」 

に改める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区都市景観条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第２５号 

江東区都市景観条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区都市景観条例施行規則（平成２１年２月

江東区規則第７号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「地区に応じ、同表中欄に掲げる」を

削り、「ごとに」を「に応じ」に改める。 

第６条中「建築行為等に応じ、」を「届出対象行

為の種類ごとに、同表中欄に掲げる手続に係る」

に改め、「届出日」の次に「（２以上の手続を行う

場合は、最初に到来する届出日）」を加える。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知） 

第９条の２ 法第１６条第５項の規定による通知

は、景観計画通知書（別記第５号の２様式）に

よるものとする。 

２ 第６条の規定は、前項の通知について準用す

る。 

 第３０条第２項第１号中「別表第２」を「別表

第３」に改める。 

 別表第２及び別表第３を次のように改める。 
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別表第２（第５条関係） 

建築行為 規模 

法第１６条第１項

第１号の建築物の

新築、増築、改築

若しくは移転、外

観を変更すること

となる修繕若しく

は模様替又は色彩

の変更 

(1) 景観重点地区は全ての建築物 

(2) 景観重点地区以外は、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下

「施行令」という。）第２条第１項第４号の延べ面積が１，０００平方メートル以

上又は同項第６号の建築物の高さが１５メートル以上の建築物 

 

法第１６条第１項

第２号の工作物の

新設、増築、改築

若しくは移転、外

観を変更すること

となる修繕若しく

は模様替又は色彩

の変更 

(1) 施行令第１３８条第１項に規定する工作物（架空電線路用の工作物、電気事

業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１７号に規定する電気事業者

の保安通信設備用の工作物及び電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第２

条第５号に規定する電気通信事業者の電気通信用の工作物を除く。） 

(2) 施行令第１３８条第２項に規定する工作物のうち、昇降機、ウォーターシュ

ート、コースターその他これらに類するもので、築造面積が１，０００平方メー

トル以上又は高さが１５メートル以上のもの 

(3) 施行令第１３８条第３項に規定する工作物のうち、製造施設、貯蔵施設、遊

戯施設、自動車車庫その他これらに類するもので、築造面積が１，０００平方メ

ートル以上又は高さが１５メートル以上のもの 

(4) 第３条第１号に規定する工作物で、高さが２メートル以上かつ長さが１０メ

ートル以上のもの 

(5) 第３条第２号から第４号までに規定する工作物で、高さが６メートル以上の

もの 

(6) 橋 梁
りょう

その他これに類する工作物で、河川、運河等を横断するもの 

法第１６条第１項

第３号の開発行為 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１３項に規定する開発区域の

面積が５００平方メートル以上のもの 

条例第１２条第２

項第１号のみどり

に関する行為（伐

採及び移植を含

む。） 

(1) 土地の面積が１００平方メートル以上の集団を形成している樹木 

(2) 地上１５０センチメートルの高さにおける幹の周囲が６０センチメートル

以上の樹木 

(3) 高さが５メートル以上の樹木 

条例第１２条第２

項第２号の水面の

埋立て又は干拓に

関する行為 

臨海景観基本軸においては、造成面積が１５ヘクタール以上のもの 

別表第３（第６条関係） 

届出対象行

為の種類 

手続 届出日 

法第１６条

第１項第１

号の建築物

の新築、増

築、改築若

し く は 移

転、外観を

変更するこ

ととなる修

繕若しくは

模様替又は

色彩の変更 

建築基準法 第６条第１項又は第６条の２

第１項の規定による建築確認

申請 

大規模建築物（施行令第２条第１項第４号の

延べ面積が１万平方メートル以上の建築物を

いう。以下同じ。）は申請の日の３０日前 

大規模建築物以外の建築物は申請の日の１５

日前 

第１８条第２項の規定による

計画通知 

大規模建築物は通知の日の３０日前 

大規模建築物以外の建築物は通知の日の１５

日前 

第２０条第１項第１号の規定

による構造方法の認定の申請 

申請の日 

第４３条第２項第１号の規定

による特定行政庁の認定又は

同項第２号その他の規定によ

る特定行政庁の許可の申請 

大規模建築物は申請の日の３０日前 

大規模建築物以外の建築物は申請の日の１５

日前 
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  第４４条第１項第３号その他

の規定による特定行政庁の認

定の申請 

大規模建築物は申請の日の３０日前 

大規模建築物以外の建築物は申請の日の１５

日前 

  第５８条の規定による都市計

画で定めた基準の許可の申請 

大規模建築物は申請の日の３０日前 

大規模建築物以外の建築物は申請の日の１５

日前 

第６８条の２５第３項又は第

６項の規定による評価の申請 

申請の日 

高齢者、障害者

等の移動等の

円滑化の促進

に関する法律

（平成１８年

法律第９１号）

第１７条第１項の計画の認定

の申請 

大規模建築物は申請の日の３０日前 

大規模建築物以外の建築物は申請の日の１５

日前 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

（平成２０年

法律第８７号）

第５条第１項から第３項まで

の規定による認定の申請 

大規模建築物は申請の日の３０日前 

大規模建築物以外の建築物は申請の日の１５

日前 

密集市街地に

おける防災街

区の整備の促

進に関する法

律（平成９年法

律第４９号） 

第１１６条第１項の規定によ

る許可の申請 

大規模建築物は申請の日の３０日前 

大規模建築物以外の建築物は申請の日の１５

日前 

 環境影響評価

法（平成９年法

律第８１号） 

第１５条の規定による準備書

等の送付 

送付の日 

東京都環境影

響評価条例（昭

和５５年東京

都条例第９６

号） 

第４８条の規定による評価書

案等の提出 

提出の日 

行為の着手  大規模建築物は着手する日の３０日前 

大規模建築物以外の建築物は着手する日の１

５日前 

法第１６条

第１項第２

号の工作物

の新設、増

築、改築若

し く は 移

転、外観を

変更するこ

ととなる修

繕若しくは

模様替又は

色彩の変更 

建築基準法 第８８条第１項又は第２項に

おいて準用する第６条第１項

又は第６条の２第１項の規定

による工作物確認申請 

申請の日の１５日前 

第８８条第１項又は第２項に

おいて準用する第１８条第２

項の規定による計画通知 

通知の日の１５日前 

都市計画法 第２９条その他の規定による

開発行為の許可の申請（都市

計画法第４条第１１項の特定

工作物に係るものに限る。） 

申請の日 

行為の着手  着手する日の１５日前 

法第１６条

第１項第３

号の都市計 

都市計画法 第２９条その他の規定による

開発行為の許可の申請 

申請の日 

第３４条の２第１項の規定に 協議の日 
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画法第４条

第１２項に

規定する開

発行為 

 よる開発行為の協議 協議の日 

 行為の着手  着手する日の１５日前 

条例第１２

条第２項第

１号のみど

りに関する

行為（伐採

及び移植を

含む。） 

行為の着手  着手する日の１５日前 

条例第１２

条第２項第

２号の水面

の埋立て又

は干拓 

公有水面埋立

法（大正１０年

法律第５７号）

第２条第２項の埋立の免許の

願書の提出 

提出の日 

環境影響評価

法 

第１５条の規定による準備書

等の送付 

送付の日 

 東京都環境影

響評価条例 

第４８条の規定による評価書

案等の提出 

提出の日 

行為の着手  着手する日の１５日前 

別記第１号様式中「印」を削り、「わかる」を「分

かる」に改める。 

別記第３号様式中「印」を削る。 

別記第４号様式中「印」を削り、「わかる」を「分

かる」に改める。 

別記第５号様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第５号の２様式（第９条の２関係） 
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別記第９号様式、別記第１０号様式、別記第１

３号様式、別記第１５号様式、別記第１７号様式、

別記第１８号様式、別記第２１号様式及び別記第

２４号様式から別記第２６号様式までの規定中

「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区都市景観条例施行規則の別記様式によ

る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

                    

江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に

関する事務の取扱いに関する規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和４年３月１５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第２６号 

   江東区職員に対する児童手当の認定及び支

給に関する事務の取扱いに関する規則の一

部を改正する規則 

江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に

関する事務の取扱いに関する規則（昭和４７年３

月江東区規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条中「附則第２条第３項」を「附則第２条

第４項」に改める。 

附 則 

この規則は、令和４年６月１日から施行する。 

                    

江東区こどもプラザ条例施行規則を公布する。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第２７号 

   江東区こどもプラザ条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、江東区こどもプラザ条例（令

和３年７月江東区条例第１６号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（貸切利用の申請） 

第２条 条例第８条の規定により施設を貸切利用

しようとする者は、江東区こどもプラザ利用申

請書兼利用料金減額・免除申請書（別記第１号

様式）を条例第７条の規定により指定を受けた

もの（以下「指定管理者」という。）に提出しな

ければならない。 

２ 前項の申請は、利用期日の属する月の１月前

の月の初日（当該日が休館日に当たるときは、

その日後における直近の休館日でない日）から

利用期日の７日前まで受け付けるものとする。

ただし、指定管理者が区長の承認を得て特に認

めたときは、この限りでない。 

（貸切利用の承認） 

第３条 貸切利用の承認は、申請の順序による。

ただし、同時に申請があった場合は、抽せんに

より決める。 

２ 指定管理者は、前項の貸切利用の承認をした

ときは、江東区こどもプラザ利用承認書兼領収

書（別記第２号様式。以下「利用承認書」とい

う。）を申請者に交付する。 

３ 前項の規定により貸切利用の承認を受けた者

（以下「利用者」という。）は、施設を貸切利用

する際に利用承認書を指定管理者に提示しなけ

ればならない。 

（施設の変更等の申請） 

第４条 条例第１０条ただし書の規定により、利

用者が施設の変更等の承認を受けようとすると

きは、江東区こどもプラザ利用申請書兼利用料

金減額・免除申請書に施設変更等の概要書を添

えて、指定管理者に提出しなければならない。 

（利用料金の減免） 

第５条 条例第１２条の規則で定める場合は、次

に掲げる場合とし、利用料金から減額又は免除

する額は、当該各号に定めるとおりとする。 

 (1) ３名以上の１８歳未満の児童のみで構成す

る団体であって、当該団体を構成する者の過

半数が区内に在住、在勤又は在学している団

体が利用する場合 全額 

(2) 区が公益目的のために利用する場合 全額 

 (3) 区長が別に定める要件に該当する団体が利

用する場合 ２分の１の額 

(4) 障害者で組織する団体が利用する場合 ２

分の１の額 

 (5) 官公署又は公益団体が公益目的のために利

用する場合 ２分の１の額 

２ 前項の場合において、減額後の利用料金の額

に１０円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り捨てる。 

３ 第１項に定めるもののほか、区長が特別の理

由があると認めるときは、利用料金を減額し、

又は免除することができる。 

４ 利用料金の減額又は免除を受けようとする者

は、利用申請の際に江東区こどもプラザ利用申
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請書兼利用料金減額・免除申請書を指定管理者

に提出しなければならない。 

（利用料金の還付） 

第６条 条例第１３条ただし書に規定する利用料

金の還付は、次に掲げる区分に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。 

 (1) 利用者の責任でない理由により利用できな

かったとき。 全額還付 

 (2) 区又は指定管理者の都合により利用承認を

取り消したとき。 全額還付 

 (3) 利用期日の５日前までに利用の承認の取消

しの申出があった場合で、指定管理者が相当

の理由があると認めるとき。 全額還付 

 (4) 利用期日の２日前までに利用の承認の取消

しの申出があった場合で、指定管理者が相当

の理由があると認めるとき。 ２分の１相当

額 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、利用期日の前

日までに利用の承認の取消しの申出があった

場合で、指定管理者が特に必要があると認め

るとき。 全額還付 

２ 前項各号の規定により利用料金の還付を受け

ようとする者は、江東区こどもプラザ利用料金

還付請求書兼領収書（別記第３号様式）に利用

承認書を添えて、指定管理者に提出しなければ

ならない。 

（利用の取消し等の通知） 

第７条 指定管理者が条例第１４条第１項の規定

により利用の承認を取り消し、又は利用を制限

し、若しくは停止したとき及び区長が条例第１

４条第３項の規定により、利用の承認を取り消

し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき

は、江東区こどもプラザ利用承認取消等通知書

（別記第４号様式）により利用者に通知する。 

（利用者等の義務） 

第８条 利用者及び施設の入館者は、利用及び入

館について指定管理者の指示に従わなければな

らない。 

（その他） 

第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、区

長が定める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年５月１日から施行する。
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別記第１号様式（第２条、第４条、第５条関係） 
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別記第２号様式（第３条、第６条関係） 
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別記第３号様式（第６条関係） 
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別記第４号様式（第７条関係） 
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江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行細則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第２８号 

   江東区障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行細則の一部

を改正する規則 

江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行細則（平成１８年１月

江東区規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第５０条中「第６５条の９の２」を「第６５条

の９の２第１項」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

２ 施行規則第６５条の９の２第３項に規定する

高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、

施行令第４３条の５第６項に規定する高額障害

福祉サービス等給付費支給申請書（別記第４６

号の２様式）により行うものとする。 

 別記第４６号様式中 

「 種目  

 １普通預金 

２当座預金 
 

」 

を 

「 種目  

 １普通預金 

２当座預金 

９その他 

 

 

」 

に改め、同様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第４６号の２様式（第５０条関係） 

附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

附則第２項に規定する規則で定める日を定める規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第２９号 

江東区国民健康保険条例の一部を改正する

条例附則第２項に規定する規則で定める日

を定める規則の一部を改正する規則 

 江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

附則第２項に規定する規則で定める日を定める規

則（令和２年９月江東区規則第６８号）の一部を

次のように改正する。 

 本則中「令和４年３月３１日」を「令和４年６

月３０日」に改める。 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

江東区私道整備助成条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第３０号 

   江東区私道整備助成条例施行規則の一部を

改正する規則 

江東区私道整備助成条例施行規則（昭和４２年

１２月江東区規則第２１号）の一部を次のように

改正する。 

別表第２を次のように改める。
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別表第２（第３条関係） 

工種 形状 単位 単価（円） 

取りこわし工 手こわし ㎥ ８０，３８８ 

排 水

本 管

工（路

面 排

水 の

み を

流 す

も の

に 限

る） 

改修 内径１５０ｍｍ 塩化ビニル 

深さ１．１ｍ未満 

ｍ ３７，７６１ 

内径１５０ｍｍ 塩化ビニル 

深さ１．１ｍ以上 

ｍ ５２，９８０ 

内径２００ｍｍ 塩化ビニル 

深さ１．１ｍ未満 

ｍ ４０，４２２ 

内径２００ｍｍ 塩化ビニル 

深さ１．１ｍ以上１．７ｍ未満 

ｍ ６４，６６６ 

 

内径２００ｍｍ 塩化ビニル 

深さ１．７ｍ以上 

ｍ ７９，９７４ 

 内径２５０ｍｍ 塩化ビニル 

深さ１．１ｍ未満 

ｍ ５３，４０３ 

内径２５０ｍｍ 塩化ビニル 

深さ１．１ｍ以上１．７ｍ未満 

ｍ ７２，１３３ 

内径２５０ｍｍ 塩化ビニル 

深さ１．７ｍ以上 

ｍ ８８，２４１ 

 

Ｌ形 

溝工 

新設 鉄筋コンクリートＬ形 

２５０Ａ 砕石基礎 

ｍ ２２，７４９ 

鉄筋コンクリートＬ形 

２５０Ａ コンクリート基礎 

ｍ ２８，１４７ 

鉄筋コンクリートＬ形 

２５０Ｂ コンクリート基礎 

ｍ ２７，０５５ 

改修 鉄筋コンクリートＬ形 

２５０Ａ 砕石基礎 

ｍ ２７，６６４ 

鉄筋コンクリートＬ形 

２５０Ａ コンクリート基礎 

ｍ ３４，３２４ 

鉄筋コンクリートＬ形 

２５０Ｂ コンクリート基礎 

ｍ ３３，３３０ 

補修 ２５０Ａ 砕石基礎 

ブロック１００％再利用 

ｍ １９，１５９ 

２５０Ａ コンクリート基礎 

ブロック１００％再利用 

ｍ １７，４７５ 

２５０Ｂ コンクリート基礎 

ブロック１００％再利用 

ｍ １７，８７８ 

３００Ｂ コンクリート基礎 

ブロック取替 

ｍ ２１，５０２ 

Ｌ形 

用集 

水ま 

す 

設置工（新設） ２５０用 箇所 ７２，８９２ 

設置工（改修） ２５０用 箇所 ７４，２５９ 

導水管工 塩化ビニル ＶＵφ１５０ ｍ ２３，８２６ 

塩化ビニル ＶＵφ１００ ｍ ２１，０７９ 

ソケット取付工 硬質塩化ビニル φ１５０ 箇所 １２，６５３ 

硬質塩化ビニル φ１００ 箇所 １１，４３８ 

縁塊ふた取替工 ２５０用 箇所 ３５，９０８ 

調整工  箇所 ８，１４０ 

Ｌ形 

用汚 

水ま 

す 

縁塊ふた取替工  箇所 ３３，１０７ 

調整工  箇所 ８，１４０ 

円形 縁塊ふた取替工  箇所 ４７，８９９ 
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汚水 

ます 

・改 

良ま 

す 

調整工  箇所 ９，２４９ 

人孔 縁塊ふた取替工  箇所 １４９，２２３ 

調整工  箇所 ９，２４９ 

舗装 

工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 人力 総厚 １４．０ｃｍ 細粒度 ㎡ １３，０６７ 

総厚 １４．０ｃｍ 開粒度 ㎡ １２，６０６ 

総厚 １５．０ｃｍ 再生密粒度 ㎡ １３，７０７ 

機械人力 総厚 ２０．０ｃｍ 

再生密・粗粒度 

㎡ １６，７１６ 

改修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人力 総厚 １４．０ｃｍ 細粒度 

既設アスファルト舗装 

㎡ １５，６９４ 

総厚 １４．０ｃｍ 細粒度 

既設コンクリート舗装 

㎡ １５，９０５ 

総厚 １４．０ｃｍ 開粒度 

既設アスファルト舗装 

㎡ １５，２３３ 

総厚 １４．０ｃｍ 開粒度 

既設コンクリート舗装 

㎡ １５，４４４ 

総厚 １５．０ｃｍ 再生密粒度 

既設アスファルト舗装 

㎡ １９，６２０ 

総厚 １５．０ｃｍ 再生密粒度 

既設コンクリート舗装 

㎡ １９，８８４ 

機械人力 

 

 

総厚 ２０．０ｃｍ 

再生密・粗粒度 

既設アスファルト舗装 

㎡ １９，０１３ 

総厚 ２０．０ｃｍ 

再生密・粗粒度 

既設コンクリート舗装 

㎡ 

 

 

１９，２８３ 

 

    

  機械 総厚 ２０．０ｃｍ 

再生密・粗粒度 

既設アスファルト舗装 

㎡ 

 

 

１０，９９８ 

 

 

 

  

総厚 ２０．０ｃｍ 

再生密・粗粒度 

既設コンクリート舗装 

㎡ １１，４４７ 

被覆 人力 厚 ５．０ｃｍ 再生密粒度 ㎡ ４，７６７ 

機械 厚 ５．０ｃｍ 再生密粒度 ㎡ ２，７４９ 

交通誘導警備員費  人・日 ２６，３８９ 

   附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区立都市公園条例施行規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第３１号 

   江東区立都市公園条例施行規則の一部を改

正する規則 

 江東区立都市公園条例施行規則（昭和５２年６

月江東区規則第２４号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第 1 中 

「 同 横十間川親

水公園 

       

       

同 扇橋三丁目２２番

９号先 

同 東陽六丁目２番７

号先 

 

」

を 

「 同 横十間川親

水公園 

        

同 扇橋三丁目２２番

先 

同 東陽六丁目１番先 」

に改める。 

別表第３を次のように改める。 
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別表第３（第４条関係） 

区分 名称 単位 金額 

土地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江東区立深川

公園 

１平方メ

ートルに

つき１月 

１，０１２

円 

江東区立豊洲

公園 

１平方メ

ートルに

つき１月 

１，５１３

円 

江東区立豊洲

三丁目公園 

１平方メ

ートルに

つき１月 

１，４７０

円 

江東区立豊洲

ぐるり公園 

１平方メ

ートルに

つき１月 

１，０８０

円 

江東区立豊洲

六丁目第二公

園 

１平方メ

ートルに

つき１月 

１，２１２

円 

江東区立豊洲

六丁目公園 

１平方メ

ートルに

つき１月 

９９０円 

江東区立東陽

公園 

 

１平方メ

ートルに

つき１月 

１，５６５

円 

 

江東区立竪川

河川敷公園 

１平方メ

ートルに

つき１月 

８０２円 

江東区立亀戸

駅前公園 

１平方メ

ートルに

つき１月 

２，８５０

円 

江東区立旧中

川水辺公園 

１平方メ

ートルに

つき１月 

６６５円 

江東区立若洲

公園 

１平方メ

ートルに

つき１月 

４４３円 

公園

施設 

江東区立旧中

川水辺公園川

の駅にぎわい

施設 

１平方メ

ートルに

つき１月 

２，３６３

円 

附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区組織規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第３２号 

   江東区組織規則の一部を改正する規則 

 江東区組織規則（昭和４８年５月江東区規則第

１９号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項の表政策経営部の部情報システム

課の項中 

「管理係 

ＩＴ推進係」 

を 

「管理係 

情報基盤係 

ＩＣＴ戦略係」 

に改める。 

第７条第１項の表都市整備部の部に次のように

加える。 

地下鉄８号線事業推進課 

地下鉄８号線事業推進係 

第７条第２項中「、政策経営部にオリンピック・

パラリンピック推進室を」を削り、「新型コロナウ

イルスワクチン接種推進室を」の次に「、都市整

備部に地下鉄８号線事業推進室を」を加え、同条

中第３項から第５項までを削り、第６項を第３項

とし、第７項から第９項までを３項ずつ繰り上げ、

同条に次の２項を加える。 

７ 地下鉄８号線事業推進室に室長を置く。 

８ 地下鉄８号線事業推進室は、地下鉄８号線の

延伸及び亀戸―新木場間のＬＲＴ等軌道系交通

機関の新設における総合調整に関する事務をつ

かさどる。 

第８条第３項中「オリンピック・パラリンピッ

ク推進室及び」を削る。 

第９条の表情報システム課の項を次のように改

める。 

情報システム課 

管理係 

１ 情報システムの企画、立案及び調整に関

すること。 

２ 住民情報系システムの運用、管理及び調

整に関すること。 

３ 社会保障・税番号制度に係る調整に関す

ること（他の部、室に属するものを除く。）。 

情報基盤係 

１ 庁内情報系システムの運用、管理及び調

整に関すること。 

２ 情報ネットワークの運用管理に関するこ

と。 

ＩＣＴ戦略係 

１ ＩＣＴ推進に係る調査、研究及び企画に

関すること。 

２ 情報セキュリティに関すること。 

３ 地域情報化に関すること。 

第９条の２を削る。 

第１９条の表に次のように加える。 

地下鉄８号線事業推進課 



令和 4 年 4 月 28 日（木曜日）      江 東 区 公 報            （号外第 213 号） 

 

37 

 

 

地下鉄８号線事業推進係 

１ 地下鉄８号線延伸の推進に関すること。 

２ 亀戸―新木場間のＬＲＴ等軌道系交通機

関の新設に関すること。 

３ 地下鉄８号線事業推進室の庶務に関する

こと。 

別表(8)の項中「同辰巳第二保育園 同辰巳一丁

目１０番６５‐１０１号」を削る。 

別表(9)の項中「同東陽福祉会館 同東陽六丁目

２番１７号」を削る。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則

の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区規則第３３号 

   江東区会計年度任用職員の任用等に関する

規則の一部を改正する規則 

江東区会計年度任用職員の任用等に関する規則

（令和２年３月江東区規則第２号）の一部を次の

ように改正する。 

別表中介護欠勤の項及び育児欠勤の項を削る。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第３４号 

   江東区職員の育児休業等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則 

江東区職員の育児休業等に関する条例施行規則

（平成４年３月江東区規則第１１号）の一部を次

のように改正する。 

第１条の２（見出しを含む。）中「第２条第３号

ア(ｳ)」を「第２条第３号ア(ｲ)」に改める。 

第６条第 1 項中「公民権行使等休暇」の次に「、

不妊治療のための休暇」を加え、同条第２項中「公

民権行使等休暇」の次に「、不妊治療のための休

暇」を、「育児時間」の次に「、出産支援休暇、育

児参加休暇」を加える。 

第１３条の２（見出しを含む。）中「第１４条第

２号イの江東区規則」を「第１４条第２号の規則」

に改める。 

本則に次の４条を加える。 

（条例第１８条第１項の規則で定める事実） 

第１６条 条例第１８条第１項の規則で定める事

実は、次に掲げる事実とする。 

(1) 職員が民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により当該職員と

の間における同項に規定する特別養子縁組の

成立について家庭裁判所に請求し、当該請求

に係る３歳（非常勤職員にあっては、１歳。

以下この号及び次号において同じ。）に満たな

い者を現に監護していること又は同項の規定

により特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求することを予定しており、当該請求

に係る３歳に満たない者を監護する意思を明

示したこと。 

(2) 職員が児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第２７条第１項第３号の規定により同

法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親

（次号において「養子縁組里親」という。）と

して児童（３歳に満たない児童に限る。以下

この号及び次号において同じ。）を委託されて

いること又は当該児童を受託する意思を明示

したこと。 

(3) 職員が児童福祉法第２７条第１項第３号の

規定により同法第６条の４第１号に規定する

養育里親（児童の親その他の同法第２７条第

４項に規定する者の意に反するため、同項の

規定により、養子縁組里親として当該児童を

委託することができない職員に限る。）として

当該児童を委託されていること又は当該児童

を受託する意思を明示したこと。 

（条例第１８条第１項の規則で定める事項等） 

第１７条 条例第１８条第１項の規則で定める事

項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 育児休業に関する制度 

(2) 育児休業の承認の請求先 

(3) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律

第１５２号）第７０条の２第１項に規定する

育児休業手当金その他これに相当する給付に

関する必要な事項 

(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき

社会保険料の取扱い 

２ 条例第１８条第１項の規定により、職員に対

して、前項各号に掲げる事項を知らせる場合は、

次の各号に掲げるいずれかの方法（第３号に掲

げる方法にあっては、当該職員が希望する場合

に限る。）によって行わなければならない。 

(1) 面談による方法 

(2) 書面を交付する方法 
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(3) 電子メールその他のその受信をする者を特

定して情報を伝達するために用いられる電気

通信（以下「電子メール等」という。）の送信

による方法（当該職員が当該電子メール等の

記録を出力することにより書面を作成するこ

とができるものに限る。） 

（条例第１８条第１項の規則で定める措置） 

第１８条 条例第１８条第１項の規則で定める措

置（第３号に掲げる措置にあっては、職員が希

望する場合に限る。）は、次に掲げる措置とする。 

(1) 面談 

(2) 書面の交付 

(3) 電子メール等の送信（当該職員が当該電子

メール等の記録を出力することにより書面を

作成することができるものに限る。） 

（条例第１９条第３号の規則で定める育児休業に

係る勤務環境の整備に関する措置） 

第１９条 条例第１９条第３号の規則で定める育

児休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、

次に掲げる措置とする。 

(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集

及び職員に対する当該事例の提供 

(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育

児休業の取得の促進に関する方針の周知 

別記第１号様式中 

「 氏名           印 」 

を 

「 氏名 」 

に改める。 

別記第２号様式中 

「 氏名           印 」 

を 

「 氏名             」 

に改める。 

別記第３号様式中 

「 氏名           印 」 

を 

「 氏名             」 

に改める。 

別記第４号様式及び別記第５号様式中 

「 氏名           印 」 

を 

「 氏名 」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区職員の育児休業等に関する条例施行規

則の別記様式による用紙で、現に残存するもの

は、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。 
                    

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第３５号 

   江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則（平成１０年３月江東区規則第３２

号）の一部を次のように改正する。 

第１５条の次に次の１条を加える。 

（不妊治療のための休暇） 

第１５条の２ 不妊治療のための休暇は、職員が

不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが

相当であると認められる場合の休暇とする。 

２ 不妊治療のための休暇は、１会計年度におい

て、日又は時間を単位として、５日（体外受精

及び顕微授精に係るものである場合にあっては、

１０日）以内で承認する。 

３ 任命権者は、不妊治療のための休暇を承認す

るときは、不妊治療に係る通院等をすることを

確認できる証明書等の提出を求めることができ

る。 

第２８条中「第１６条」を「第１５条の２」に

改める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則の一部を改正する規則を公布す

る。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第３６号 

江東区会計年度任用職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

江東区会計年度任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則（令和２年３月江東区規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「公民権行使等休暇」の次に「、不

妊治療のための休暇」を、「育児時間」の次に「、

出産支援休暇、育児参加休暇」を加える。 



令和 4 年 4 月 28 日（木曜日）      江 東 区 公 報            （号外第 213 号） 

 

39 

 

 

第１５条の次に次の１条を加える。 

（不妊治療のための休暇） 

第１５条の２ 不妊治療のための休暇は、会計年

度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務

しないことが相当であると認められる場合の休

暇とする。 

２ 不妊治療のための休暇は、１会計年度におい

て、日又は時間を単位として、５日（体外受精

及び顕微授精に係るものである場合にあっては、

１０日）以内で承認する。 

３ １時間を単位として与えられた不妊治療のた

めの休暇を日に換算する場合は、勤務日１日当

たりの勤務時間をもって１日とする。ただし、

勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任

用職員にあっては、勤務日１日当たりの平均勤

務時間（全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤

務日の日数で除して得た時間をいう。）をもって

１日とする。 

４ 任命権者は、不妊治療のための休暇を承認す

るときは、不妊治療に係る通院等をすることを

確認できる証明書等の提出を求めることができ

る。 

５ 不妊治療のための休暇は、当該会計年度任用

職員について定められた１週間の勤務日数が３

日以上又は１年間の勤務日数が１２１日以上で

あるものであって、かつ、引き続き在職した期

間が６月以上である職員又は６月以上の任期が

定められている職員に限るものとする。 

第１９条の次に次の２条を加える。 

（出産支援休暇） 

第１９条の２ 出産支援休暇は、男子職員がその

配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等

を行うための休暇とする。 

２ 出産支援休暇は、男子職員の配偶者の出産の

前後を通じて、日を単位として、２日以内で承

認する。 

３ 任命権者は、出産支援休暇を承認するときは、

男子職員の配偶者の出産の事実を確認できる証

明書等の提出を求めることができる。 

４ 出産支援休暇は、当該会計年度任用職員につ

いて定められた１週間の勤務日数が３日以上又

は１年間の勤務日数が１２１日以上であるもの

であって、かつ、引き続き在職した期間が６月

以上である職員又は６月以上の任期が定められ

ている職員に限るものとする。 

（育児参加休暇） 

第１９条の３ 育児参加休暇は、男子職員がその

配偶者の産前産後の期間に、育児に参加するた

めの休暇とする。 

２ 育児参加休暇は、男子職員の配偶者の出産の

日の翌日から当該出産の日後８週間を経過する

日までの期間内において承認する。ただし、男

子職員に当該男子職員又はその配偶者と同居し、

かつ、養育の必要がある子がある場合には、そ

の配偶者の出産予定日の８週間（多胎妊娠の場

合にあっては、１６週間）前の日から当該出産

の日後８週間を経過する日までの期間内におい

て承認する。 

３ 育児参加休暇は、原則として、日を単位とし

て、５日以内で承認する。 

４ 任命権者は、育児参加休暇を承認するときは、

男子職員の配偶者の出産の事実を確認できる証

明書等（第２項ただし書に規定する場合にあっ

ては、男子職員の配偶者の出産の事実を確認で

きる証明書等及び当該男子職員又はその配偶者

が子と同居していることを確認できる証明書

等）の提出を求めることができる。 

５ 育児参加休暇は、当該会計年度任用職員につ

いて定められた１週間の勤務日数が３日以上又

は１年間の勤務日数が１２１日以上であるもの

であって、かつ、引き続き在職した期間が６月

以上である職員又は６月以上の任期が定められ

ている職員に限るものとする。 

第２３条第４項中「引き続き」を「、引き続き」

に改め、「６月以上である」の次に「職員又は６月

以上の任期が定められている」を加える。 

第２４条第５項中「引き続き」を「、引き続き」

に改め、「１年以上である」の次に「職員又は１年

の任期が定められている」を加える。 

第２６条中第１号を削り、第２号を第１号とし、

第３号を第２号とする。 

第２８条中第１号を削り、第２号を第１号とし、

第３号を第２号とする。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月２４日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第３７号 

   江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

 江東区職員の特殊勤務手当に関する条例施行規

則（昭和５０年３月江東区規則第２８号）の一部

を次のように改正する。 
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別表１の項中 
「 エ 新型インフルエンザ等

感染症 

(4) 保健所に勤務する職員で、

相談員として家庭等を訪問

し、精神衛生相談業務に従事

したもの 

日 額 ２

７０円 

日 額 ２

００円 

 

 

 

 

 

」 

を 
「 エ 新型インフルエンザ等

感染症 

日 額 ２

７０円 

 

」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

前にこの規則による改正前の江東区職員の特殊

勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務

に従事したことにより支給することとなった特

殊勤務手当で、施行日以後に支給するものにつ

いては、なお従前の例による。 

                    

江東区老人福祉法施行細則等の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和４年３月２８日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第３８号 

江東区老人福祉法施行細則等の一部を改正

する規則 

（江東区老人福祉法施行細則の一部改正） 

第１条 江東区老人福祉法施行細則（昭和４０年

３月江東区規則第４号）の一部を次のように改

正する。 

  別記第１４号様式中「印」を削る。 

  別記第１５号様式中  

「 氏名     印 」 

を 

「 氏名      」 

に改める。 

（江東区児童・高齢者総合施設条例施行規則の一

部改正） 

第２条 江東区児童・高齢者総合施設条例施行規

則（平成２２年６月江東区規則第４３号）の一

部を次のように改正する。 

  別記第８号様式中「印」を削る。 

（江東区福祉会館条例施行規則の一部改正） 

第３条 江東区福祉会館条例施行規則（昭和４４

年４月江東区規則第２３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別記第３号様式中「印」を削る。 

（江東区老人福祉センター条例施行規則の一部改

正） 

第４条 江東区老人福祉センター条例施行規則

（昭和５９年４月江東区規則第２１号）の一部

を次のように改正する。 

  別記第３号様式中「○印 」を削る。 

  別記第４号様式中 

「 利用者 

 

住所 江東区          

 

氏名           ○印   

 

ＴＥＬ  （    ）     

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 

「        殿 

（指定管理者） 

 

 

」 

に改める。 

  別記第５号様式中「○印 」を削る。 

（江東区成年後見制度利用支援条例施行規則の一

部改正） 

第５条 江東区成年後見制度利用支援条例施行規

則（平成１５年３月江東区規則第２７号）の一

部を次のように改正する。 

別記第１号様式から別記第３号様式まで及び別

記第６号様式中「○印 」を削る。 

（江東区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規

則の一部改正） 

第６条 江東区災害弔慰金の支給等に関する条例

施行規則（昭和４９年１０月江東区規則第４６

号）の一部を次のように改正する。 

  別記第５号様式、別記第６号様式、別記第９号

様式及び別記第１２号様式中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区老人福祉法施行細則、江東区児童・高

齢者総合施設条例施行規則、江東区福祉会館条

例施行規則、江東区老人福祉センター条例施行

規則、江東区成年後見制度利用支援条例施行規

則及び江東区災害弔慰金の支給等に関する条例



令和 4 年 4 月 28 日（木曜日）      江 東 区 公 報            （号外第 213 号） 

 

41 

 

 

施行規則の別記様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

                    

江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行細則等の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和４年３月２８日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第３９号 

江東区障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行細則等の一

部を改正する規則 

（江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行細則の一部改正） 

第１条 江東区障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行細則（平成１

８年１月江東区規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

別記第３１号様式及び別記第３９号様式中「印」

を削る。 

（障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱

細則の一部改正） 

第２条 障害児福祉手当及び特別障害者手当等事

務取扱細則（昭和６１年３月江東区規則第１７

号）の一部を次のように改正する。 

  別記第１１号様式から別記第１３号様式まで

の規定中「印」を削る。 

（江東区障害者福祉センター条例施行規則の一部

改正） 

第３条 江東区障害者福祉センター条例施行規則

（昭和５７年１１月江東区規則第５５号）の一

部を次のように改正する。 

  別記第１号様式から別記第３号様式までの規

定中「印」を削る。 

（江東区リバーハウス東砂条例施行規則の一部改

正） 

第４条 江東区リバーハウス東砂条例施行規則

（平成９年３月江東区規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

  別記第１号様式から別記第３号様式までの規

定中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行細則、障害児福祉手当

及び特別障害者手当等事務取扱細則、江東区障害

者福祉センター条例施行規則及び江東区リバーハ

ウス東砂条例施行規則の別記様式による用紙で、

現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使

用することができる。 

                    

江東区マンションの建替え等の円滑化に関する

法律施行細則等の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月２８日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第４０号 

江東区マンションの建替え等の円滑化に関

する法律施行細則等の一部を改正する規則 

（江東区マンションの建替え等の円滑化に関する

法律施行細則の一部改正） 

第１条 江東区マンションの建替え等の円滑化に

関する法律施行細則（平成２７年８月江東区規

則第６４号）の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式中  

「 氏名     印 」 

を 

「 氏名      」 

に、 

「 １ ※印のある欄は、記入しない

でください。 

２ 申請者の氏名（法人にあって

は、代表者の氏名）の記載を自

署で行う場合は、押印を省略で

きます。 

 

 

 

 

 

」 

を 

「 ※印のある欄は、記入しないでくだ

さい。 

 

」 

に改める。 

  別記第２号様式中  

「 氏名     印 」 

を 

「 氏名      」 

に、 

「 １ ※印のある欄は、記入しない

でください。 

２ 建築主の氏名（法人にあって

は、代表者の氏名）の記載を自

署で行う場合は、押印を省略で

きます。 

 

 

 

 

 

」 

を 

「 ※印のある欄は、記入しないでくだ

さい。 

 

」 
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に改める。 

（江東区租税特別措置法に基づく宅地造成着手前

に行う優良宅地認定事務施行細則の一部改正） 

第２条 江東区租税特別措置法に基づく宅地造成

着手前に行う優良宅地認定事務施行細則（平成

１４年３月江東区規則第２３号）の一部を次の

ように改正する。 

別記第１号様式、別記第３号様式及び別記第

５号様式から別記第７号様式までの規定中「印」

を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区マンションの建替え等の円滑化に関す

る法律施行細則及び江東区租税特別措置法に基

づく宅地造成着手前に行う優良宅地認定事務施

行細則の別記様式による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 
                    

江東区男女共同参画推進センター条例施行規則

等の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月２８日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第４１号 

   江東区男女共同参画推進センター条例施行

規則等の一部を改正する規則 

（江東区男女共同参画推進センター条例施行規則

の一部改正） 

第１条 江東区男女共同参画推進センター条例施

行規則（平成３年３月江東区規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

別記第１号様式中「印」を削る。 

（江東区職員の配偶者同行休業に関する条例施行

規則の一部改正） 

第２条 江東区職員の配偶者同行休業に関する条

例施行規則（平成２７年３月江東区規則第４４

号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式及び別記第２号様式中「○印 」

を削る。 

（江東区職員寮管理規則の一部改正） 

第３条 江東区職員寮管理規則（昭和４９年３月

江東区規則第８号）の一部を次のように改正す

る。 

別記第１号様式中「印」を削る。 

別記第４号様式中 

「氏名          印」 

を 

「氏名           」 

に改める。 

別記第５号様式中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区男女共同参画推進センター条例施行規

則、江東区職員の配偶者同行休業に関する条例

施行規則及び江東区職員寮管理規則の別記様式

による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 
                    

江東区庁舎防火防災対策規則の一部を改正する

規則を公布する。 

  令和４年３月２８日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第４２号 

   江東区庁舎防火防災対策規則の一部を改正

する規則 

江東区庁舎防火防災対策規則（昭和４９年９月

江東区規則第４３号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１中「、地下鉄８号線事業推進担当部長」

を削る。 

 別表第２本庁舎の部１０階の項中「オリンピッ

ク・パラリンピック推進課長」を「経理課長」に

改め、同表防災センターの部２階の項中「障害者

支援課長」を「障害者施策課長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
                    

江東区会計事務規則の一部を改正する規則を公

布する。 

  令和４年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第４３号 

   江東区会計事務規則の一部を改正する規則 

江東区会計事務規則（昭和３９年３月江東区規

則第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第８９条第１項中「経費」の次に「及び指定納

付受託者に納付させる歳入に係る経費」を加える。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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江東区江東きっずクラブ条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

  令和４年３月２８日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第４４号 

   江東区江東きっずクラブ条例施行規則の一

部を改正する規則 

江東区江東きっずクラブ条例施行規則（平成２

２年４月江東区規則第９号）の一部を次のように

改正する。 

第８条第１項中「江東きっずクラブ申請事項変

更届」を「江東きっずクラブＢ登録申請事項変更

届」に改める。 

第１０条第１項第２号中「（婚姻（婚姻の届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る場合を含む。以下同じ。）によらないで母又は父

になった者で現に婚姻をしていないものを地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１

項第１１号に規定する寡婦又は同項第１２号に規

定する寡夫に該当するものとみなして算出したと

きに得られる前年度分の住民税が非課税の場合を

含む。以下この条において同じ。）」を削る。 

第１４条第１項中「江東きっずクラブ申請事項

変更届」を「江東きっずクラブＢ登録申請事項変

更届」に改める。 

別表第１江東きっずクラブ扇橋の項中「５４名」

を「９２名」に改め、同表江東きっずクラブ二亀

の項中「６７名」を「１３５名」に改める。 

別記第１号様式及び別記第２号様式を次のよう

に改める。 
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別記第１号様式（第４条関係） 
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別記第２号様式（第４条関係） 

別記第４号様式を次のように改める。 
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別記第４号様式（第４条関係） 
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別記第８号様式を次のように改める。 
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別記第８号様式（第８条関係） 

別記第１２号様式を次のように改める。 
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別記第１２号様式（第１０条関係） 

別記第１５号様式を次のように改める。 
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別記第１５号様式（第１０条関係） 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区江東きっずクラブ条例施行規則の別記

様式による用紙で、現に残存するものは、所要

の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

児童手当事務取扱細則の一部を改正する規則を

公布する。 

  令和４年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第４５号 

児童手当事務取扱細則の一部を改正する規

則 

児童手当事務取扱細則（昭和６３年３月江東区

規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

別記第１号様式及び別記第２号様式を次のよう

に改める。 
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別記第１号様式（第３条関係） 
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別記第２号様式（第３条関係） 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区児童育成手当条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和４年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第４６号 
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江東区児童育成手当条例施行規則の一部を

改正する規則 

江東区児童育成手当条例施行規則（昭和４６年

１０月江東区規則第４０号）の一部を次のように

改正する。 

別表１の項を次のように改める。 

１ 次に掲げる視覚障害 

(1) 両眼の視力がそれぞれ０．０３以下のもの 

(2) １眼の視力が０．０４、他眼の視力が手動

弁以下のもの 

(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、

両眼のＩ／４視標による周辺視野角度の和が

それぞれ８０度以下かつＩ／２視標による両

眼中心視野角度が２８度以下のもの 

(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視

認点数が７０点以下かつ両眼中心視野視認点

数が２０点以下のもの 

別表４の項及び５の項中「すべて」を「全て」

に改め、同表に備考として次のように加える。 

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるも

のとし、屈折異常があるものについては、矯

正視力によって測定する。 

別記第８号様式中「○印 」を削る。 

附 則 
（施行期日） 
１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の別記第８号様式による用紙で、現に残存するも

のは、所要の修正を加え、なお使用することがで

きる。 
                    

江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する

条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第４７号 

江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する

条例施行規則（平成元年１２月江東区規則第１０

７号）の一部を次のように改正する。 

江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する

条例施行規則（平成元年１２月江東区規則第１０

７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の１の項を次のように改める。 

１ 次に掲げる視覚障害 

(1) 両眼の視力がそれぞれ０．０７以下のもの 

(2) １眼の視力が０．０８、他眼の視力が手動

弁以下のもの 

(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、

両眼のＩ／４視標による周辺視野角度の和が

それぞれ８０度以下かつＩ／２視標による両

眼中心視野角度が５６度以下のもの 

(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視

認点数が７０点以下かつ両眼中心視野視認点

数が４０点以下のもの 

別表第１の９の項から１１の項までの規定中

「すべて」を「全て」に改める。 

別表第２の１の項を次のように改める。 

１ 次に掲げる視覚障害 

(1) 両眼の視力がそれぞれ０．０３以下のもの 

(2) １眼の視力が０．０４、他眼の視力が手動

弁以下のもの 

(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、

両眼のＩ／４視標による周辺視野角度の和が

それぞれ８０度以下かつＩ／２視標による両

眼中心視野角度が２８度以下のもの 

(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視

認点数が７０点以下かつ両眼中心視野視認点

数が２０点以下のもの 

別表第２の４の項及び５の項中「すべて」を「全

て」に改める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                    

江東区営住宅条例施行規則の一部を改正する規

則を公布する。 

  令和４年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第４８号 

江東区営住宅条例施行規則の一部を改正す

る規則 

 江東区営住宅条例施行規則（平成１０年２月江

東区規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１６条第３項第１号中「未成年者」を「２０

歳未満の婚姻していない者」に改め、同条第７項

第１号中「未成年者」を「２０歳未満の婚姻して

いない者」に、「女子」を「者」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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別表第１（第１３条関係）  

名称 専用面積 利便性係数 

扇橋一丁目アパ

ート 

浴槽Ⅰ 61.53㎡ 0.9439 

浴槽Ⅱ 61.53㎡ 0.9583 

塩浜住宅 １号棟 浴槽なし 42.36㎡ 0.9107 

浴槽Ⅰ 42.36㎡ 0.9443 

浴槽Ⅱ 42.36㎡ 0.9587 

２号棟 浴槽なし 51.04㎡ 0.9153 

浴槽Ⅰ 51.04㎡ 0.9490 

浴槽Ⅱ 51.04㎡ 0.9635 

猿江一丁目アパ

ート 
― ― ― 

北砂二丁目アパ

ート 

浴槽なし 51.22㎡ 0.8854 

浴槽Ⅰ 51.22㎡ 0.9180 

浴槽Ⅱ 51.22㎡ 0.9320 

大島五丁目住宅 

― ― ― 

東砂八丁目住宅 浴槽なし 51.04㎡ 0.8840 

 浴槽Ⅰ 51.04㎡ 0.9166 

浴槽Ⅱ 51.04㎡ 0.9305 

森下二丁目住宅 Ａタイプ 浴槽Ⅰ 47.41㎡ 0.9481 

浴槽Ⅱ 47.41㎡ 0.9626 

Ｂタイプ 浴槽Ⅰ 56.74㎡ 0.9481 

浴槽Ⅱ 56.74㎡ 0.9626 

Ｃタイプ 浴槽Ⅰ 48.05㎡ 0.9481 

浴槽Ⅱ 48.05㎡ 0.9626 

塩浜一丁目住宅 １２号棟 浴槽Ⅰ 48.07㎡ 0.9643 

浴槽Ⅱ 48.07㎡ 0.9790 

１４号棟 Ａタイプ 浴槽Ⅰ 61.53㎡ 0.9643 

浴槽Ⅱ 61.53㎡ 0.9790 

Ｂタイプ 浴槽Ⅱ 74.89㎡ 0.9790 

北砂七丁目住宅 １号棟 浴槽Ⅱ 63.11㎡ 0.9170 

２号棟 浴槽Ⅱ 57.39㎡ 0.9170 

３号棟 浴槽Ⅱ 53.91㎡ 0.9170 

４号棟 浴槽Ⅱ 63.11㎡ 0.9170 

東陽一丁目住宅 浴槽Ⅱ 61.50㎡ 0.9757 

東陽一丁目第二

住宅 

浴槽Ⅰ 62.20㎡ 0.9548 

浴槽Ⅱ 62.20㎡ 0.9693 

備考 １ この表において浴槽Ⅰとは８００型の形式の浴槽をいい、浴槽Ⅱとは８００型以外の形式の
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浴槽をいう。 

２ 猿江一丁目アパート及び大島五丁目住宅は、建替事業中である。 
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別表第２（第１３条関係） 

収入区分等 
 

 
 
 
 
名称及び種別 

104,000
円 以 下
の場合 

104,000
円 を 超
え123,0
0 0 円 以
下 の 場
合 

123,000
円 を 超
え139,0
0 0 円 以
下 の 場
合 

139,000
円 を 超
え158,0
0 0 円 以
下 の 場
合 

158,000
円 を 超
え186,0
0 0 円 以
下 の 場
合 

186,000
円 を 超
え214,0
0 0 円 以
下 の 場
合 

214,000
円 を 超
え259,0
0 0 円 以
下 の 場
合 

259,000
円 を 超
え る 場
合 

近 傍 同
種 の 住
宅 の 家
賃 

扇橋
一丁
目ア
パー
ト 

浴槽Ⅰ 35,000
円 

40,400
円 

46,200
円 

52,100
円 

59,500
円 

68,700
円 

80,400
円 

92,700
円 

101,000
円 

浴槽Ⅱ 35,500
円 

41,000
円 

46,900
円 

52,900
円 

60,400
円 

69,700
円 

81,600
円 

94,100
円 

101,000
円 

塩浜 
住宅 

１ 
号
棟 

浴 槽
なし 

22,200
円 

25,600
円 

29,300
円 

33,000
円 

37,800
円 

43,600
円 

51,000
円 

58,800
円 

67,100
円 

浴 槽
Ⅰ 

23,000
円 

26,600
円 

30,400
円 

34,300
円 

39,100
円 

45,200
円 

52,900
円 

61,000
円 

67,100
円 

浴 槽
Ⅱ 

23,400
円 

27,000
円 

30,800
円 

34,800
円 

39,700
円 

45,900
円 

53,700
円 

61,900
円 

67,100
円 

２
号
棟 

浴 槽
なし 

26,900
円 

31,000
円 

35,500
円 

40,000
円 

45,800
円 

52,800
円 

61,800
円 

71,300
円 

80,900
円 

浴 槽
Ⅰ 

27,900
円 

32,200
円 

36,800
円 

41,500
円 

47,500
円 

54,800
円 

64,100
円 

73,900
円 

80,900
円 

浴 槽
Ⅱ 

28,300
円 

32,700
円 

37,400
円 

42,200
円 

48,200
円 

55,600
円 

65,100
円 

75,100
円 

80,900
円 

猿江
一丁
目ア
パー
ト 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

北砂
二丁
目ア
パー
ト 

浴槽な
し 

26,400
円 

30,400
円 

34,800
円 

39,300
円 

44,900
円 

51,800
円 

58,900
円 

58,900
円 

58,900
円 

浴槽Ⅰ 27,300
円 

31,600
円 

36,100
円 

40,700
円 

46,500
円 

53,700
円 

58,900
円 

58,900
円 

58,900
円 

浴槽Ⅱ 27,800
円 

32,000
円 

36,700
円 

41,300
円 

47,300
円 

54,500
円 

58,900
円 

58,900
円 

58,900
円 

大島
五丁
目住
宅 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

東砂
八丁
目住
宅 

浴槽な
し 

26,200
円 

30,300
円 

34,600
円 

39,100
円 

44,600
円 

51,500
円 

60,300
円 

69,500
円 

73,400
円 

浴槽Ⅰ 27,200
円 

31,400
円 

35,900
円 

40,500
円 

46,300
円 

53,400
円 

62,500
円 

72,100
円 

73,400
円 

浴槽Ⅱ 27,600
円 

31,900
円 

36,500
円 

41,100
円 

47,000
円 

54,200
円 

63,500
円 

73,200
円 

73,400
円 
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森下
二丁
目住
宅 
 

Ａ
タ
イ
プ 

浴 槽
Ⅰ 

27,300
円 

31,500
円 

36,100
円 

40,700
円 

46,500
円 

53,700
円 

62,800
円 

72,400
円 

85,100
円 

浴 槽
Ⅱ 

27,700
円 

32,000
円 

36,600
円 

41,300
円 

47,200
円 

54,500
円 

63,800
円 

73,600
円 

85,100
円 

 Ｂ
タ
イ
プ 

浴 槽
Ⅰ 

32,700
円 

37,700
円 

43,200
円 

48,700
円 

55,600
円 

64,200
円 

75,200
円 

86,700
円 

102,000
円 

 浴 槽
Ⅱ 

33,200
円 

38,300
円 

43,800
円 

49,400
円 

56,500
円 

65,200
円 

76,300
円 

88,000
円 

102,000 
円 

Ｃ
タ
イ
プ 

浴 槽
Ⅰ 

28,200
円 

32,600
円 

37,200
円 

42,000
円 

48,000
円 

55,400
円 

64,800
円 

74,800
円 

92,100
円 

浴 槽
Ⅱ 

28,600
円 

33,000
円 

37,800
円 

42,600
円 

48,700
円 

56,200
円 

65,800
円 

75,900
円 

92,100
円 

塩浜
一丁
目住
宅 

１
２
号
棟 

浴 槽
Ⅰ 

28,300
円 

32,600
円 

37,300
円 

42,100
円 

48,100
円 

55,500
円 

65,000
円 

75,000
円 

96,400
円 

浴 槽
Ⅱ 

28,700
円 

33,100
円 

37,900
円 

42,800
円 

48,900
円 

56,400
円 

66,000
円 

76,100
円 

96,400
円 

１
４
号
棟 

Ａ
タ
イ
プ 

浴
槽
Ⅰ 

36,200
円 

41,800
円 

47,900
円 

54,000
円 

61,700
円 

71,200
円 

83,300
円 

96,100
円 

121,000
円 

浴
槽
Ⅱ 

36,800
円 

42,500
円 

48,600
円 

54,800
円 

62,600
円 

72,300
円 

84,600
円 

97,500
円 

121,000
円 

Ｂ
タ
イ
プ 

浴
槽
Ⅱ 

44,800
円 

51,700
円 

59,100
円 

66,700
円 

76,200
円 

87,900
円 

102,900
円 

118,600
円 

147,100
円 

北砂
七丁
目住
宅 

１
号
棟 

浴 槽
Ⅱ 

36,000
円 

41,600
円 

47,600
円 

53,700
円 

61,300
円 

70,800
円 

82,800
円 

95,500
円 

105,400
円 

２
号
棟 

浴 槽
Ⅱ 

32,700
円 

37,800
円 

43,200
円 

48,700
円 

55,700
円 

64,300
円 

75,200
円 

86,700
円 

95,700
円 

３
号
棟 

浴 槽
Ⅱ 

30,900
円 

35,700
円 

40,800
円 

46,000
円 

52,600
円 

60,700
円 

71,100
円 

82,000
円 

91,900
円 

４
号
棟 

浴 槽
Ⅱ 

36,000
円 

41,600
円 

47,600
円 

53,700
円 

61,300
円 

70,800
円 

82,800
円 

95,500
円 

105,400
円 

東陽
一丁
目住
宅 

浴槽Ⅱ 37,500
円 

43,300
円 

49,600
円 

55,900
円 

63,900
円 

73,700
円 

86,300
円 

99,500
円 

131,400
円 
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東陽
一丁 
目第
二住
宅 

浴槽Ⅰ 36,500
円 

42,100
円 

48,100
円 

54,300
円 

62,100
円 

71,600
円 

83,800
円 

96,700
円 

117,300
円 

浴槽Ⅱ 37,000
円 

42,700
円 

48,900
円 

55,100
円 

63,000
円 

72,700
円 

85,100
円 

98,100
円 

117,300
円 

備考  

 １ この表において浴槽Ⅰとは８００型の形式の浴槽をいい、浴槽Ⅱとは８００型以外の形式の浴槽

をいう。 

２ 猿江一丁目アパート及び大島五丁目住宅は、建替事業中である。

第４号様式中「印」を削り、 

「 １ 理由書  ２ 請書 ３ 使

用者及び同居者で収入のある者の

課税証明書等の収入証明書 

 

 

」 

を 

「 １ 理由書   

２ 請書 

３ 使用者及び同居者で収入のあ

る者の課税証明書等の収入証明

書 

 

 

 

 

 

」 

に改め、同様式を別記第４号様式とする。 

別記第１８号様式、別記第２０号様式及び別記

第２２号様式中「印」を削る。 

第２６号様式中「印」を削り、同様式を別記第

２６号様式とする。 

別記第２７号様式中「印」を削る。 

第２９号様式中 

「 氏 名      印 」 

を 

「 氏 名       」 

に改め、 

「 

※ 

検 

査 

欄 

建物及び付

帯設備等の

損傷状況 

  

 

 

 

 

」 

検査年月日  年  月  日 

住宅監理員     印   

検査員     印 

を削り、同様式を別記第２９号様式とする。 

別記第３２号様式中 

「 氏 名      印 」 

を 

「 氏 名       」 

に改める。 

第３７号様式中「印」を削り、同様式を別記第

３７号様式とする。 

第４１号様式中「印」を削り、「うえ」を「上」

に改め、同様式を別記第４１号様式とする。 

第４５号様式中「印」を削り、同様式を別記第

４５号様式とする。 

第４８号様式中「印」を削り、同様式を別記第

４８号様式とする。 

第５０号様式中「印」を削り、同様式を別記第

５０号様式とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区営住宅条例施行規則の別記様式による用

紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

                    

江東区高齢者住宅条例施行規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和４年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第４９号 

江東区高齢者住宅条例施行規則の一部を改

正する規則 

 江東区高齢者住宅条例施行規則（平成１０年２

月江東区規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１ピアすみよしの項中「０．９８９３」

を「１．０１００」に改め、同表ピアこうとうの

項中「０．９６３９」を「０．９８１３」に改め、

同表ピアおおじまの項中「０．９４３２」を「０．

９４９８」に改める。 

別表第２を次のように改める。 
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別表第２（第１３条関係） 

収入区分等 
 
 
 
 
 
名称及び種別 

104,000
円以下
の場合 

104,000
円を超
え123,0
00円以
下の場
合 

123,000
円を超
え139,0
00円以
下の場
合 

139,000
円を超
え158,0
00円以
下の場
合 

158,000
円を超
え186,0
00円以
下の場
合 

186,000
円を超
え214,0
00円以
下の場
合 

214,000
円を超
え259,0
00円以
下の場
合 

259,000
円を超
える場
合 

近傍同
種の住
宅の家
賃 

ピア
すみ
よし 

Ａタ
イプ 

浴
槽
Ⅱ 

19,100
円 

22,000
円 

25,200
円 

28,400
円 

32,500
円 

37,500
円 

43,800
円 

50,600
円 

75,000
円 

Ｂタ
イプ 

19,500
円 

22,500
円 

25,800
円 

29,100
円 

33,200
円 

38,300
円 

44,900
円 

51,800
円 

76,700
円 

ピア
こう
とう 

Ａタ
イプ 

浴
槽
Ⅱ 

18,000
円 

20,700
円 

23,700
円 

26,800
円 

30,600
円 

35,300
円 

41,300
円 

47,700
円 

62,500
円 

Ｂタ
イプ 

17,600
円 

20,300
円 

23,200
円 

26,200
円 

29,900
円 

34,600
円 

40,500
円 

46,700
円 

61,200
円 

Ｃタ
イプ 

17,000
円 

19,700
円 

22,500
円 

25,400
円 

29,000
円 

33,500
円 

39,200
円 

45,200
円 

59,300
円 

Ｄタ
イプ 

17,000
円 

19,700
円 

22,500
円 

25,400
円 

29,000
円 

33,500
円 

39,200
円 

45,200
円 

59,200
円 

Ｅタ
イプ 

30,900
円 

35,700
円 

40,800
円 

46,100
円 

52,600
円 

60,700
円 

71,100
円 

82,000
円 

108,600
円 

Ｆタ
イプ 

29,000
円 

33,500
円 

38,300
円 

43,200
円 

49,400
円 

57,000
円 

66,700
円 

76,900
円 

100,900
円 

ピ ア
お お
じま 
 

Ａタ
イプ 

浴
槽
Ⅱ 

24,000
円 

27,700
円 

31,700
円 

35,700
円 

40,800
円 

47,100
円 

55,100
円 

63,600
円 

88,600
円 

Ｂタ
イプ 

30,700
円 

35,400
円 

40,500
円 

45,700
円 

52,200
円 

60,200
円 

70,500
円 

81,300
円 

113,100
円 

Ｃタ
イプ 

32,400
円 

37,400
円 

42,800
円 

48,200
円 

55,100
円 

63,600
円 

74,500
円 

85,900
円 

122,600
円 

Ｄタ
イプ 

32,400
円 

37,400
円 

42,800
円 

48,200
円 

55,100
円 

63,600
円 

74,500
円 

85,900
円 

123,100
円 

 備考 この表において浴槽Ⅱとは、８００型以外の形式の浴槽をいう。 

第４号様式中「印」を削り、 

「 １ 理由書 ２ 請書 ３ 使用

者及び同居者で収入のある者の源

泉徴収票等の収入証明書 

 

 

」 

を 

「 １ 理由書   

２ 請書 

３ 使用者及び同居者で収入のあ

る者の源泉徴収票等の収入証明

書 

 

 

 

 

」 

に改め、同様式を別記第４号様式とする。 

第１１号様式中「印」を削り、同様式を別記第

１１号様式とする。 

別記第１２号様式、別記第１８号様式、別記第

２０号様式及び別記第２２号様式中「印」を削る。 

第２６号様式中「印」を削り、同様式を別記第

２６号様式とする。 

別記第２７号様式中「印」を削る。 

第２８号様式中「印」を削り、同様式を別記第

２８号様式とする。 

第２９号様式中「印」を削り、同様式を別記第

２９号様式とする。 

第３１号様式中 

「 氏 名      印 」 
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を 

「 氏 名       」 

に改め、 

「 

※ 

検 

査 

欄 

建物及び付

帯設備等の

損傷状況 

  

 

 

 

 

」 

検査年月日   年  月  日 

住宅監理員     印   

検査員     印 

を削り、同様式を別記第３１号様式とする。 

別記第３４号様式中 

「 氏 名      印 」 

を 

「 氏 名       」 

に改める。 

第３９号様式中「印」を削り、同様式を別記第

３９号様式とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区高齢者住宅条例施行規則の別記様式に

よる用紙で、現に残存するものは、所要の修正

を加え、なお使用することができる。 

                    

江東区駐車場条例施行規則の一部を改正する規

則を公布する。 

  令和４年３月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明   

◎江東区規則第５０号 

江東区駐車場条例施行規則の一部を改正す

る規則 

 江東区駐車場条例施行規則（昭和６０年４月江

東区規則第２５号）の一部を次のように改正する。 

第６条を削り、第５条を第６条とし、第４条を

第５条とする。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（駐車場の例外的使用） 

第４条 条例第４条第２項に規定する「前項に規

定する自動車以外の自動車」とは、条例第８条

に定める自動車で、駐車場の構造上駐車するこ

とができる自動車をいう。 

第７条を次のように改める。 

（定期駐車券の申込等） 

第７条 定期駐車を希望する者は、定期駐車券購

入申込書（別記第３号様式）を区長に提出しな

ければならない。 

２ 区長は、前項に規定する申込みを受け、定期

駐車による使用を承認をし、又は承認しないこ

ととしたときは、定期駐車承認書兼不承認書（別

記第４号様式）により申込者に通知し、定期駐

車券を発行する。 

３ 定期駐車券は、再発行しない。ただし、定期

駐車券の記載事項に変更が生じたとき、又は紛

失若しくは毀損によるときは、実費を徴収して

再発行する。 

４ 定期駐車券は、券面に記載された自動車以外

は使用することができない。 

５ 区長は、定期駐車による使用者が条例及びこ

の規則に反する行為をしたと認めるときは、定

期駐車承認取消書（別記第５号様式）により使

用承認を取り消し、当該使用者に対する定期駐

車券の発行を停止することができる。 

６ 区長は、定期駐車による使用者が承認期間の

満了後に更新手続を行っていない場合又は使用

料の未納があった場合は、定期駐車券を無効と

し、自動車の引取りを請求するものとする。 

第１３条を第１６条とする。 

第１２条を同条第２項とし、同条に第１項とし

て次の１項を加え、同条を第１５条とする。 

使用者は、駐車場内において事故を起こした

場合は、直ちに係員に報告し、その指示に従わ

なければならない。 

第１１条各号列記以外の部分中「一に」を「い

ずれかに」に改め、同条を第１４条とする。 

第１０条第２項中「前項の」を「区長は、前項

の」に、「なく、かつ、当該自動車の駐車が他の自

動車の駐車を著しく阻害するおそれがある」を「な

い」に、「この場合」を「この場合において、区長

は」に改め、同条を第１２条とする。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（禁止行為） 

第１３条 条例第１２条第３号に規定する「駐車

場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為」と

は、次に掲げる行為とする。 

(1) 過度の空ぶかし 

(2) 洗車 

(3) 時速８キロメートル以上の走行及び追越し 

(4) 駐車場内における喫煙その他火気を取り扱

うこと。 

(5) 駐車券の譲渡 

(6) 悪臭を放つ物品等の持込み 

(7) 工具、タイヤ等を置くこと。 

(8) 駐車場を本来の目的以外に使用すること。 

第９条中「き損した」を「毀損した」に、「駐車

券紛失・き損届（別記第６号様式）」を「駐車券紛
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失・毀損届（別記第８号様式）」に改め、同条を第

１１条とする。 

第８条第２項を同条第３項とし、同条第１項中

「別記第５号様式」を「別記第７号様式」に改め、

同項を同条第２項とし、同条に第１項として次の 1

項を加え、同条を第１０条とする。 

条例第９条ただし書に規定する「区長が特別

の理由があると認めたとき」とは、廃車、転居

等相当の理由がある場合をいう。この場合にお

いて、使用料の還付請求手続は、使用終了する

月の末日の３日前までにしなければならない。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（使用料の減免） 

第８条 条例第７条第１号に規定する場合は、使

用料を免除する。 

２ 条例第７条第２号に規定する「その他区長が

特別の理由があると認めた場合」とは、次の各

号に定める自動車を駐車する場合とする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条第４項に規定する身体障害者

手帳、東京都が知的障害者に発行する手帳（東

京都愛の手帳交付要綱（昭和４２年３月２０

日４２民児精発第５８号）に規定する愛の手

帳をいう。）若しくは道府県が知的障害者に発

行する療育手帳（療育手帳制度要綱（昭和４

８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事

務次官通知）に規定する療育手帳をいう。）又

は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２

項に規定する精神障害者保健福祉手帳（以下

これらを「身体障害者手帳等」という。）を交

付されている者が乗車している自動車 

(2) 前号に規定する自動車と同等又は相当の理

由があると区長が認める自動車 

３ 前項に規定する場合における使用料の減額率

は、２割とする。ただし、同項に規定する場合

であって、教育相談を利用するときの使用料は、

免除することができる。 

４ 条例第７条第２号の規定により使用料の減額

又は免除を受けようとする者は、使用料減免申

請書兼承認・不承認書（別記第６号様式）にそ

の理由を証する書類を添えて、区長に申請しな

ければならない。 

５ 区長は、前項の規定による申請により使用料

の減額又は免除を承認又は不承認したときは、

使用料減免申請書兼承認・不承認書により当該

申請者に通知する。 

（使用料の不徴収） 

第９条 条例第８条第３号に規定する「前２号の

ほか、区長が定める自動車」とは、次の各号の

いずれかに該当する自動車であって、やむを得

ず駐車するものとする。 

(1) 区若しくは区の行政委員会又は指定管理者

の業務上必要な自動車 

(2) 区施設等の修繕業務等のための自動車 

(3) 区施設等を視察するための自動車 

別表第１中「午前８時３０分」を「午前７時３

０分」に改める。 

別記第１号様式から別記第３号様式までを次の

ように改める。 
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別記第１号様式（第２条関係） 
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別記第２号様式（第２条関係） 
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別記第３号様式（第７条関係） 



令和 4 年 4 月 28 日（木曜日）      江 東 区 公 報            （号外第 213 号） 

 

67 

 

 

別記第６号様式を削る。 

別記第５号様式中「（第８条関係）」を「（第１０

条関係）」に、 

「 住所又は主たる 

事務所の所在地             

 氏名又は名称           印 」

を 

「 住所             

 氏名            」

に改め、同様式を別記第７号様式とする。 

別記第４号様式中「（第７条関係）」を「（第８条

関係）」に、 

「 住所又は主たる 

事務所の所在地             

 氏名又は名称           印 」 

を 

「 住所             

 氏名            」 

に、 

「 減免申請

理由 
 

 

」 

を 

「 減免

申請 

１ 身体障害者手帳等を交付さ

れている者が乗車しているた 
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 理由 め 

２ その他（        ） 

 

」 

に改め、同様式を別記第６号様式とする。 

別記第３号様式の次に次の２様式を加える。 
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別記第４号様式（第７条関係） 
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別記第５号様式（第７条関係） 

別記様式に次の１様式を加える。 
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別記第８号様式（第１１条関係） 

 
附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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規 則 （ 教 ） 

 

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

を公布する。 

  令和４年３月２９日 

教育長  本 多 健一郎   

教育委員  進 藤   孝 

◎江東区教育委員会規則第１号 

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例施行規則（平成１２年３月江東

区教育委員会規則第７号）の一部を次のように改

正する。 

 第１７条の次に次の１条を加える。 

（不妊治療のための休暇） 

第１７条の２ 不妊治療のための休暇は、職員が

不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが

相当であると認められる場合の休暇とする。 

２ 不妊治療のための休暇は、１会計年度におい

て、日又は時間を単位として、５日（体外受精

及び顕微授精に係るものである場合にあっては、

１０日）以内で承認する。 

３ 時間を単位として与えられた不妊治療のため

の休暇を日に換算する場合は、７時間４５分を

もって１日とする。 

４ 教育委員会は、不妊治療のための休暇を承認

するときは、不妊治療に係る通院等をすること

を確認できる証明書等の提出を求めることがで

きる。 

 第３２条の２中「第１８条」を「第１７条の２」

に改める。 

   附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

                     

江東区教育センター条例施行規則等の一部を改

正する規則を公布する。 

  令和４年３月２９日 

教育長  本 多 健一郎   

教育委員  進 藤   孝 

◎江東区教育委員会規則第２号 

江東区教育センター条例施行規則等の一部

を改正する規則の一部を改正する規則 

（江東区教育センター条例施行規則の一部改正） 

第１条 江東区教育センター条例施行規則（昭和

４９年２月江東区教育委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

第１号様式中「○印 」を削り、同様式を別記第

１号様式とする。 

第３号様式中「○印 」を削り、同様式を別記第

３号様式とする。 

（江東区芭蕉記念館条例施行規則の一部改正） 

第２条 江東区芭蕉記念館条例施行規則（昭和５

６年３月江東区教育委員会規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

  別記第２号様式及び別記第４号様式中「印」

を削る。 

別記第７号様式中「印」を削る。 

（江東区深川江戸資料館条例施行規則の一部改

正） 

第３条 江東区深川江戸資料館条例施行規則（平

成１８年３月江東区教育委員会規則第１２号）

の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式及び別記第３号様式中「印」

を削る。 

別記第５号様式中「印」を削る。 

（江東区中川船番所資料館条例施行規則の一部改

正） 

第４条 江東区中川船番所資料館条例施行規則

（平成１４年１１月江東区教育委員会規則第２

３号）の一部を次のように改正する。 

  別記第２号様式及び別記第４号様式中「印」

を削る。 

別記第６号様式中「印」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区教育センター条例施行規則、江東区芭

蕉記念館条例施行規則、江東区深川江戸資料館

条例施行規則及び江東区中川船番所資料館条例

施行規則の別記様式による用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 
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訓 令 

 

◎江東区訓令甲第１号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

事  業  所    

 江東区処務規程（昭和４０年４月江東区訓令甲

第９号）の一部を次のように改正する。 

  令和４年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

 第４条第４項中「担当部長」の次に「及び室長

（会計管理室長を除く。）」を加える。 

                     

◎江東区訓令甲第２号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

事  業  所    

江東区金銭出納員、現金取扱員、給与取扱者、

分任給与取扱者、物品出納員及び検査員の任命又

は指定について（昭和５９年３月江東区訓令甲第

５号）の一部を次のように改正する。 

  令和４年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

別表第１中オリンピック・パラリンピック推進

室オリンピック・パラリンピック推進課連携・調

整係長の項を削り、 

「 都市整備部地域整備課

不燃化推進係長 

都市整備部地

域整備課 

 

」 

を 

「 都市整備部地域整備課

不燃化推進係長 

都市整備部地

域整備課 

 

 都市整備部地下鉄８号

線事業推進課地下鉄８

号線事業推進係長 

都市整備部地

下鉄８号線事

業推進課 

 

 

」 

に改める。 

別表第２中 

「 政策経営部広報広聴課

広報係 

政策経営部広

報広聴課広報

係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策経営部広報広聴課

広聴相談係 

政策経営部広報広聴課

情報公開個人情報保護

担当 

オリンピック・パラリ

ンピック推進室オリン

ピック・パラリンピッ

ク推進課連携・調整係 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック推進室オ

リンピック・パ

オリンピック・パラリ

ンピック推進室オリン

ピック・パラリンピッ

ク推進課事業推進係 

ラリンピック

推進課連携・調

整係長 

 

 

 

」 

を 

「 政策経営部広報広聴課

広報係 

政策経営部広

報広聴課広報

係長 

 

 政策経営部広報広聴課

広聴相談係 

 

 政策経営部広報広聴課

情報公開個人情報保護

担当 

 

 

」 

に、 

「 都市整備部建築調整課

建築防災係 

都市整備部建

築調整課建築

防災係長 

 

 都市整備部建築調整課

建築紛争調整係 

 

」 

を 

「 都市整備部建築調整課

建築防災係 

都市整備部建

築調整課建築

防災係長 

 

 都市整備部建築調整課

建築紛争調整係 

 

 都市整備部地下鉄８号

線事業推進課地下鉄８

号線事業推進係 

都市整備部地

下鉄８号線事

業推進課地下

鉄８号線事業

推進係長 

 

 

 

 

」 

に改める。 

別表第３中オリンピック・パラリンピック推進

室オリンピック・パラリンピック推進課連携・調

整係長の項を削り、 

「 都市整備部地域整備課

不燃化推進係長 

都市整備部地

域整備課 

 

」 

を 

「 都市整備部地域整備課

不燃化推進係長 

都市整備部地

域整備課 

 

 都市整備部地下鉄８号

線事業推進課地下鉄８

号線事業推進係長 

都市整備部地

下鉄８号線事

業推進課 

 

 

」 

に改める。 

別表第５中オリンピック・パラリンピック推進

室オリンピック・パラリンピック推進課連携・調

整係長の項を削り、 

「 都市整備部地域整備課

不燃化推進係長 

都市整備部地

域整備課 

 

」 

を 

「 都市整備部地域整備課

不燃化推進係長 

都市整備部地

域整備課 

 

 都市整備部地下鉄８号

線事業推進課地下鉄８

号線事業推進係長 

都市整備部地

下鉄８号線事

業推進課 

 

 

」 
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に改める。 

別表第６中オリンピック・パラリンピック推進

室オリンピック・パラリンピック推進課連携・調

整係長の項を削り、 

「 都市整備部地域整備課不燃化推進係長 」 

を 

「 都市整備部地域整備課不燃化推進係長  

 都市整備部地下鉄８号線事業推進課地下

鉄８号線事業推進係長 

 

」 

に改める。 

                     

◎江東区訓令甲第３号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

事  業  所    

 江東区職員出勤記録及び出勤簿整理規程（昭和

４７年５月江東区訓令甲第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  令和４年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

第２条第２号中「江東区処務規程（昭和４０年

４月江東区訓令甲第９号）第６３条」を「江東区

職員服務規程（令和２年３月３１日江東区訓令甲

第１号）第６条」に改める。 

別表第２中４１の項を４２の項とし、４０の項

を４１の項とし、３９の項を４０の項とし、同表

３８の項中「３９、４０又は４１」を「４０、４

１又は４２」に改め、同項を同表３９の項とし、

同表中３７の項を３８の項とし、２７の項から３

６の項までを１項ずつ繰り下げ、同表２６の項中

「２７」を「２８」に改め、同項を同表２７の項

とし、同表中２５の項を２６の項とし、８の項か

ら２４の項までを１項ずつ繰り下げ、７の項の次

に次のように加える。 
 
８ 不妊治療のための休暇 

 

出サポ 

  

                     

◎江東区訓令甲第４号 

 庁 中 一 般    

出  張  所    

事  業  所    

 江東区職員に対する児童手当の認定及び支給に

関する事務取扱規程（昭和６１年５月江東区訓令

甲第１３号）の一部を次のように改正する。 

  令和４年４月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

第８条中「附則第２条第３項」を「附則第２条

第４項」に改める。 

附 則 

この規程は、令和４年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


